
(令和6年度 放課後児童クラブ入所申込用)

※裏面もご記入ください！

宜野湾市長　殿

下記のとおり申し立ていたします。

□自宅　　　□自宅以外　⇒【所在地：

自宅からの距離と時間　　　　　km　　　　分　　　　　電話番号：　　　　　－　　　　　－

□小売販売業　　　□飲食・食料品店業　　　□建設業　　　□不動産業　　　□加工業

□サービス業　　　□保険業(生命・損害)　　□農業　　　　□医院・診療所

□著作業(作家等)　□芸能芸術　　　　　　　□その他

(具体的に)

□自営業中心者　　　　□自営業協力者　　　　□委託契約販売　　　　□日雇い

□内職　　　　　　　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　)

【本人以外の従業員の構成】

□本人以外の従業員無し　　　□配偶者　　　□その他の親族(　　　名・就労者から見た続柄：　　　　　)

□その他親族以外の従業員(　　　　名)

　従業員の給与明細（　有　・　無　） 　出勤簿またはタイムカード（　有　・　無　）

　昭和・平成・令和　　　年　　　月　　　日（開始・開始予定）

□確定申告している

(　青色・白色・市町村民税申告　）

□源泉徴収されている

※上記の事項については、すべて本人が記入およびチェックしてください。

※保護者がともに自営業の場合は、それぞれで『自営業申立書』を記入してください。

※記載内容に事実と相違することが判明した場合には、入所承諾取消し及び育成の実施解除の対象とする。

注：「消えるボールペン」での記入は行わないでください。訂正がある場合は二重線を引き、訂正印を押して修正して下さい。

上記申立者の自営業について、申立内容のとおり相違ありません。

 令和　　　年　　　月　　　日

民生委員氏名：　　　　　　　　　　　　　印

　　電話番号：

　≪特記事項記載欄≫その他特記事項があれば、下記に記載して下さい。

※必ず裏面も確認のうえ、証明をお願いします。

◆民生委員証明欄

 勤務先・見取図

宜野湾市役所　福祉推進部　こども政策課　こども育成係　電話：098-893-4411　内線：3432

 ⑧最近3ヶ月の就労状況及び売上総額

⑨税の申告
月分・就労日数　　　日・総売上額　　　　　　　　　円

月分・就労日数　　　日・総売上額　　　　　　　　　円

月分・就労日数　　　日・総売上額　　　　　　　　　円

 ⑥営業開始年月日

⑦就労日数・時間
就労形態

 固定制（※休憩時間を含む）  シフト制（※休憩時間を含む）

 午前・午後　　時　　分から 午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

 午前・午後　　時　　分まで 午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

（　　　　　）時間 午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

（平均）月　　　日または週　　　日制（ 月  火  水  木  金  土  日  祝日 ）

□ 上記就労時間は固定で拘束されている
□ 上記就労時間は調整することができる
□ 特に固定された就労時間はなく、都合により自ら就労時間を決めることができる

⑤事業形態

氏名 （　　　　） Ｈ　　　.　　　.　　

住所

宜野湾市 Ｈ　　　.　　　.　　

Ｈ　　　.　　　.　　

①営業所名

②営業場所

　 ③業　種

④仕事内容

自 営 業 申 立 書
記入日：令和　　　年　　　月　　　日

ふりがな 児童との続柄 児童名 生年月日



★1日の平均的な仕事内容（タイムスケジュール）を具体的に記載してください。

６時 ７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時

１８時 １９時 ２０時 ２１時 ２２時 ２３時 ２４時 １時 ２時 ３時 ４時 ５時

★民生委員の証明の要否について

【スケジュールに関して特記事項があれば記入してください】

自営業申立書には、営業許可証等の書類の添付や民生委員の証明が必要となります。
事業形態や就労形態により必要書類が異なりますので、下記のとおりご確認お願いします。

※
市
記
入
欄

調査年月日 調査員 備考

R　　．　　．

R　　．　　．

R　　．　　．

いいえ

はい

・委託契約販

自営業中心者である

営業許可証等

または

確定申告をしている方に限り、税務署の受

付印が押された直近の確定申告書の控え

①委託契約書等

（※委託契約をしてい

ることが確認できる書

類）

②民生委員の証明書

①民生委員の証明書

※営業許可証等の書類添付可能な

場合は書類を提出してください。

審査の際に考慮する場合がありま

す。

民生委員の証明書は不要

民生委員の証明書が必要

添付あり

添付なし

※

申
立
者
記
入
欄

・自営業

・日雇い、内

①民生委員の証明書

※契約書等の書類添付

可能な場合は書類を提

出してください。

審査の際に考慮する場

合があります。



※裏面もご記入ください！

ぎのわん　つばき

宜野湾　つばき 　宜野湾　二郎

宜野湾市長　殿

下記のとおり申し立ていたします。

□自宅　　　□自宅以外　⇒【所在地：

自宅からの距離と時間　　　　　km　　　　分　　　　　電話番号：　０９８－８９３－４４１１

□小売販売業　　　□飲食・食料品店業　　　□建設業　　　□不動産業　　　□加工業

□サービス業　　　□保険業(生命・損害)　　□農業　　　　□医院・診療所

□著作業(作家等)　□芸能芸術　　　　　　　□その他

□自営業中心者　　　　□自営業協力者　　　　□委託契約販売　　　　□日雇い

□内職　　　　　　　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　)

【本人以外の従業員の構成】

□本人以外の従業員無し　　　□配偶者　　　□その他の親族(　　　　名・就労者から見た続柄：　　　　)

□その他親族以外の従業員(　　８　名)

　従業員の給与明細（　有　・　無　） 　出勤簿またはタイムカード（　有　・　無　）

　昭和・平成・令和　８　年　８　月　８　日（開始・開始予定）

□確定申告している

(　青色・白色・市民税申告　）

□源泉徴収されている

※上記の事項については、すべて本人が記入およびチェックしてください。

※保護者がともに自営業の場合は、それぞれで『自営業申立書』を記入してください。

※記載内容に事実と相違することが判明した場合には、入所承諾取消し及び育成の実施解除の対象とする。

注：「消えるボールペン」での記入は行わないでください。訂正がある場合は二重線を引き、訂正印を押して修正して下さい。

上記申立者の自営業について、申立内容のとおり相違ありません。

 令和　　　年　　　月　　　日

民生委員氏名：　　　　　　　　　　　　　印

　　電話番号：

≪特記事項記載欄≫その他特記事項があれば、下記に記載して下さい。

※必ず裏面も確認のうえ、証明をお願いします。

◆民生委員証明欄

 勤務先・見取図

宜野湾市役所　福祉推進部　こども政策課　こども育成係　電話：893-4411　内線：3432

午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

（平均）月　２０　日または週　５　日制（ 月  火  水  木  金  土  日  祝日 ）

□ 上記就労時間は固定で拘束されている
□ 上記就労時間は調整することができる
□ 特に固定された就労時間はなく、都合により自ら就労時間を決めることができる

 ⑧最近3ヶ月の就労状況及び売上総額

⑨税の申告
８　月分・就労日数　２３日・総売上額　２１０，０００　円

９　月分・就労日数　２０日・総売上額　１９８，０００　円

１０月分・就労日数　２２日・総売上額　２１５，０００　円

⑤事業形態

 ⑥営業開始年月日

⑦就労日数・時
間

就労形態

 固定制（※休憩時間を含む）  シフト制（※休憩時間を含む）

 午前・午後　９　時００分から 午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

 午前・午後　１０時００分まで 午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分まで（　　）時間

（　　　　　）時間

①営業所名 　宜野湾食堂

②営業場所

　 ③業　種

④仕事内容
(具体的に)

氏名 （　祖母　） Ｈ　20　.　 4　.　2

住所

宜野湾市

　　　野嵩１－１－１

Ｈ　　　.　　　.　　

Ｈ　　　.　　　.　　

自 営 業 申 立 書
記入日：令和　○○年　○○月　○○日

ふりがな 児童との続柄 児童名 生年月日

ココ

市教委
水道局 消防

●●病院

市民
駐車場

←長田へ
普天間へ

記入例

協力者の場合は、
申請者自身も含
めた人数を記入
してください。

休憩時間も

含めて記入



★1日の平均的な仕事内容（タイムスケジュール）を具体的に記載してください。

６時 ７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時

仕込等
開店準備

開店調理 調理 休憩 調理
片づけ
買出し

夜のメ
ニュー等
仕込

１８時 １９時 ２０時 ２１時 ２２時 ２３時 ２４時 １時 ２時 ３時 ４時 ５時

調理
調理
片づけ

閉店
帳簿整理

【スケジュールに関して特記事項があれば記入してください】

記入例


